
市会議案第６号 

 

吹田市積立基金条例の一部を改正する条例の制定につ 

いて 

 

 上記の議案を提出する。 

  令和２年５月１８日提出 

 

                吹田市議会議員  馬場慶次郎 

 

                   同     後藤 恭平 

 

                   同     澤田 直己 

 

                   同     橋本  潤 

 

 



 

吹田市条例第  号 

 

吹田市積立基金条例の一部を改正する条例（案） 

 

吹田市積立基金条例（昭和３９年吹田市条例第２１号）の一部を次のように改正す

る。 

第１条に次の１号を加える。 

⒃ 新型コロナウイルス等感染症対策基金 新型コロナウイルス等の感染症対策に

係る資金積立て 

第４条第１項中「及び環境まちづくり基金」を「、環境まちづくり基金及び新型コ

ロナウイルス等感染症対策基金」に改め、同条に次の１項を加える。 

９ 新型コロナウイルス等感染症対策基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳

出予算に計上し、新型コロナウイルス等の感染症対策に必要な財源に充て、又は当

該基金に編入するものとする。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

新型コロナウイルス等感染症対策基金を設置するため必要があるので、本案を提出

するものです。 



( 1 ) 

市会議案第６号参考資料 

吹田市積立基金条例現行・改正案対照表 

    は改正箇所 

現            行 改     正     案 

 

（設置） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４１条第１項の規定により、次

の各号に掲げる基金を、当該各号に定める目的のために設置する。 

⑴  

          －－－－－－－－略－－－－－－－－ 

⒂  

 

 

 

（運用益金の処理） 

第４条 基金（緑化推進基金、地域福祉基金、こども笑顔輝き基金、みんなで支える

まちづくり基金、ダブルリボンプロジェクト基金、スポーツ推進基金及び環境ま

ちづくり基金を除く。）の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上

し、当該収益の生じた基金に編入するものとする。 

２  

          －－－－－－－－略－－－－－－－－ 

８  

 

 

（設置） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４１条第１項の規定により、次

の各号に掲げる基金を、当該各号に定める目的のために設置する。 

⑴  

          －－－－－－－－略－－－－－－－－ 

⒂  

⒃ 新型コロナウイルス等感染症対策基金 新型コロナウイルス等の感染症対策に

係る資金積立て 

 

（運用益金の処理） 

第４条 基金（緑化推進基金、地域福祉基金、こども笑顔輝き基金、みんなで支える

まちづくり基金、ダブルリボンプロジェクト基金、スポーツ推進基金、環境まち

づくり基金及び新型コロナウイルス等感染症対策基金を除く。）の運用から生ず

る収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、当該収益の生じた基金に編入するも

のとする。 

２  

          －－－－－－－－略－－－－－－－－ 

８  

９ 新型コロナウイルス等感染症対策基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳

出予算に計上し、新型コロナウイルス等の感染症対策に必要な財源に充て、又は当

該基金に編入するものとする。 

 

 

～ ～ 
～ 

～ 


